
鳳来東部地域協議会分科会設置要綱  

 

（設置）  

第１条 新城市地域自治区条例（以下「条例」という。）第９条の規定により、

鳳来東部地域協議会分科会（以下「分科会」という。）を設置する。  

 （所掌事務）  

第２条 分科会は、鳳来東部地域協議会長（以下「協議会長」という。）の指示

を受け、  次に掲げる事項について審議する。  

⑴ 地域自治区予算の編成方針に関すること。  

⑵ 地域活動交付金の募集要項及び審査に関すること。  

⑶ 鳳来東部地域計画（以下「地域計画」という。）の推進、進捗管理及び見直

しに関すること。  

⑷ その他目的達成に必要なこと。  

（組織）  

第３条 分科会の組織及び構成員の構成は、別表のとおりとする。  

（役員）  

第４条 それぞれの分科会に次の役員を置く。  

⑴ 分科会長  

⑵ 副分科会長  

２ 分科会長及び副分科会長は、分科会委員のうちから互選する。  

（役員の職務）  

第５条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。  

２ 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を

代理する。  

（会議）  

第６条 会議は、協議会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催

するものとする。  

２ 分科会長は、会議の議長となる。  

（報告）  

第７条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、地域協議会に報告す

るものとする。  

（庶務）  

第８条 会議の庶務は、鳳来東部自治振興事務所で処理する。  

（その他）  

第９条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は協議会長が別に定める。  

 

  附 則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

  



 

別表（第３条関係）  

分科会名  人数  

地域活動交付金分科会  ５人以内  

地域自治区予算分科会  ５人以内  

地域計画推進分科会  １０人以内  

 計２０人以内  

 


